
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明負荷が接続されるとともに照明負荷を調光可能であって固有のアドレスが設定される
調光制御端末器と、照明負荷の調光量の変化開始と変化停止とを指示する操作部および調
光量の目安となる調光指示量を表示する表示部を備え固有のアドレスが設定される調光操
作端末器と、調光操作端末器および調光制御端末器を分岐接続した信号線に接続され操作
部が操作されたときに調光操作端末器から受け取る監視データに基づいて照明負荷を制御
する制御データを生成するとともに操作された操作部との対応関係が設定されている照明
負荷を接続した調光制御端末器に対して制御データを伝送する伝送制御装置とを備え、操
作部による調光量の変化開始の指示から変化停止の指示までの期間に、調光操作端末器で
は調光指示量を伝送制御装置から制御データを受け取ることなく所定速度で変化させるこ
とを特徴とする遠隔監視制御システム。
【請求項２】
操作部による調光量の変化開始の指示から変化停止の指示までの期間に、調光制御端末器
では照明負荷の調光量を伝送制御装置から制御データを受け取ることなく表示部での調光
指示量の変化速度に一致した速度で変化させることを特徴とする請求項１記載の遠隔監視
制御システム。
【請求項３】
調光量の変化停止の指示を受けた調光制御端末器は停止時点の照明負荷の調光量を調光操
作端末器に返送し、調光操作端末器は表示部に示す調光指示量を照明負荷の調光量に一致
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させることを特徴とする請求項１または請求項２記載の遠隔監視制御システム。
【請求項４】
調光操作端末器の操作部により調光量の変化開始を指示すると表示部による調光指示量の
変化を開始するとともに、伝送制御装置を通して調光制御端末器に調光量の変化開始を指
示し、調光操作端末器の操作部により調光量の変化停止を指示すると表示部による調光指
示量の変化を停止するとともに、伝送制御装置を通して調光制御端末器に調光量の変化停
止を指示し、調光量の変化停止が指示された調光制御端末器は照明負荷の調光量の変化を
停止するとともに、停止時点の照明負荷の調光量を伝送制御装置を通して調光操作端末器
に返送し、調光操作端末器は表示部に示す調光指示量を照明負荷の調光量に一致させるこ
とを特徴とする請求項２記載の遠隔監視制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、照明負荷を調光制御することができる遠隔監視制御システムに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、図３に示す構成の遠隔監視制御システムが提供されている。この遠隔監視制御
システムでは、伝送制御装置２０に接続された２線式の信号線Ｌｓに複数台ずつの操作端
末器２１および制御端末器２２が分岐接続（マルチドロップ接続）されている。各操作端
末器２１および各制御端末器２２には、それぞれ個別のアドレスが設定され、伝送制御装
置２０はそれらのアドレスを用いて操作端末器２１および制御端末器２２を個別に認識す
る。操作端末器２１はスイッチＳ 0  を備え、制御端末器２２には照明負荷Ｌが接続される
。また、操作端末器２１には照明負荷Ｌの動作状態を確認するための発光ダイオードより
なる確認灯（図示せず）が設けられている。
【０００３】
伝送制御装置２０は信号線Ｌｓに対して、図４（ａ）に示すフォーマットの伝送信号Ｖｓ
を送出する。すなわち、信号送出開始を示す同期信号ＳＹ、伝送信号Ｖｓのモードを示す
モードデータＭＤ、操作端末器２１や制御端末器２２を各別に呼び出すためのアドレスデ
ータＡＤ、照明負荷Ｌを制御する制御データＣＤ、伝送誤りを検出するためのチェックサ
ムデータＣＳ、操作端末器２１や制御端末器２２からの返送信号（監視データ）を受信す
るタイムスロットである信号返送期間ＷＴよりなる双極性（±２４Ｖ）の時分割多重信号
であり、パルス幅変調によってデータが伝送されるようになっている（図４（ｂ））。各
操作端末器２１および各制御端末器２２では、信号線Ｌｓを介して受信した伝送信号Ｖｓ
により伝送されたアドレスデータＡＤがあらかじめ設定されているアドレスに一致すると
、伝送信号Ｖｓから制御データＣＤを取り込むとともに、伝送信号Ｖｓの信号返送期間Ｗ
Ｔに監視データを電流モード信号（信号線Ｌｓを適当な低インピーダンスを介して短絡す
ることにより送出される信号）として返送する。
【０００４】
伝送制御装置２０から所望の操作端末器２１や制御端末器２２にデータを伝送する場合に
は、モードデータＭＤを制御モードとし、操作端末器２１または制御端末器２２のアドレ
スをアドレスデータＡＤとする伝送信号Ｖｓを送出し、この伝送信号Ｖｓを信号線Ｌｓに
送出すれば、アドレスデータＡＤに一致する操作端末器２１または制御端末器２２が制御
データＣＤを受け取り、信号返送期間ＷＴに監視データを返送する。伝送制御装置２０で
は送出した制御データＣＤと信号返送期間ＷＴに受信した監視データとの関係によって制
御データＣＤが所望の操作端末器２１または制御端末器２２に伝送されたことを確認する
。制御端末器２２は受け取った制御データＣＤに従って照明負荷Ｌを制御するための負荷
制御信号を出力し、操作端末器２１では受け取った制御データＣＤに従って照明負荷Ｌの
動作確認表示を行なうための監視信号を出力する。
【０００５】
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一方、伝送制御装置２０は常時はモードデータＭＤをダミーモードとした伝送信号Ｖｓを
一定時間間隔で送出しており、操作端末器２１が伝送制御装置２０に対して何らかの情報
を伝送しようとするときには、ダミーモードの伝送信号Ｖｓの同期信号ＳＹに同期させて
図４（ｃ）のような割り込み信号を発生させる。このとき、操作端末器２１は割り込みフ
ラグを設定して伝送制御装置２０との以後の情報授受に備える。伝送制御装置２０では割
り込み信号を受信すると、モードデータＭＤを割り込みポーリングモードとしかつアドレ
スデータＡＤの上位の半数のビット（アドレスデータＡＤを８ビットとすれば上位４ビッ
ト）を順次増加させながら伝送信号を送出し、割り込み信号を発生した操作端末器２１で
は、割り込みポーリングモードの伝送信号のアドレスデータＡＤの上位４ビットが操作端
末器２１に設定されているアドレスの上位４ビットに一致するときに、信号返送期間ＷＴ
にアドレスの下位の半数のビットを伝送制御装置２０に返送する。このように、伝送制御
装置２０は割り込み信号を発生した操作端末器２１を１６個ずつまとめて探すので、比較
的短い時間で操作端末器２１を発見することができる。
【０００６】
伝送制御装置２０が割り込み信号を発生した操作端末器２１のアドレスを獲得すると、モ
ードデータＭＤを監視モードとし、獲得したアドレスデータＡＤを持つ伝送信号を信号線
Ｌｓに送出するのであって、この伝送信号に対して操作端末器２１は伝送しようとする情
報を信号返送期間ＷＴに返送するのである。最後に、伝送制御装置２０は割り込み信号を
発生した操作端末器２１に対して割り込みリセットを指示する信号を送出し、操作端末器
２１の割り込みフラグを解除する。以上のようにして、操作端末器２１から伝送制御装置
２０への情報伝送は、伝送制御装置２０から操作端末器２１への４回の信号伝送（ダミー
モード、割り込みポーリングモード、監視モード、割り込みリセット）によって完了する
。伝送制御装置２０が所望の制御端末器２２の動作状態を知ろうとするときには、モード
データＭＤを監視データとした伝送信号を送出するだけでよい。
【０００７】
上述の動作を簡単にまとめる。まず、操作端末器２１に対してスイッチによる入力データ
が発生すると、入力データに対応した監視データを伝送制御装置２０に返送し、伝送制御
装置２０が制御端末器２２に制御データＣＤを伝送すると、制御端末器２２は負荷制御信
号を出力して照明負荷Ｌを制御する。ここで、制御端末器２２には負荷監視入力が与えら
れ、負荷監視入力に対応する監視データを伝送制御装置２０に返送し、返送された監視デ
ータを操作端末器２１に伝送する。この伝送信号によって操作端末器２１では監視信号を
出力する。監視出力は通常は確認灯の点灯・消灯に用いられる。また、操作端末器２１は
最大４回路のスイッチＳ 0  を備え、制御端末器２２は最大４回路の照明負荷Ｌが制御可能
であって、操作端末器２１および制御端末器２２には各スイッチＳ 0  や照明負荷Ｌを個別
に認識するために２ビットの負荷番号が付加されている。以下では、上述した操作端末器
２１ないし制御端末器２２のアドレスをチャンネルと呼び、チャンネルと負荷番号とをま
とめてアドレスと呼ぶことにする。つまり、各スイッチＳ 0  や各照明負荷Ｌに個別のアド
レスが付与されていることになる。
【０００８】
図示する遠隔監視制御システムでは、信号線Ｌｓに調光制御端末器２３が接続されている
。調光制御端末器２３は照明負荷Ｌの光出力を制御するものであって、伝送信号Ｖｓによ
り照明負荷Ｌの光出力の増加または減少が指示されると光出力を時間経過に伴って変化さ
せ別の伝送信号により停止が指示されると光出力の変化を停止するものである。調光制御
端末器２３は、調光操作端末器２４と対応付けられており、調光操作端末器２４には照明
負荷Ｌの光出力の増加と減少とを指示する操作部２４ａ，２４ｂが設けられ、操作部２４
ａ，２４ｂを押操作すると伝送信号によって調光制御端末器２３では光出力を変化させる
。また、操作部２４ａ，２４ｂの操作を停止すると（つまり押操作を止めると）、別の伝
送信号によって調光制御端末器２３では光出力の変化を停止させる。調光操作端末器２４
には照明負荷Ｌのオンオフのための操作部２４ｃも設けられ、この操作部２４ｃの操作に
よって照明負荷Ｌを消灯させると、次に照明負荷Ｌを点灯させたときに前の光出力で照明
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負荷Ｌが点灯するようになっている。前の光出力は各調光制御端末器２３が記憶している
。
【０００９】
ところで、調光操作端末器２４には照明負荷Ｌの調光量の目安となる調光指示量を示す表
示部２４ｄが設けられている。この表示部２４ｄは複数個の発光ダイオードを並設したも
のであり、点灯した発光ダイオードの個数によって調光指示量を示すようにしてある。
表示部２４ｄに調光指示量を示す手順は図５のようになる。まず、調光操作端末器２４に
おいて操作部２４ａ，２４ｂを押操作すると調光量の変化開始が指示されたことになり、
上述したように割り込み信号が伝送制御装置２０に送られる（Ｒ 1  ）。伝送制御装置２０
は割り込み信号を受け取ると割り込みポーリングを行ない（Ｔ 1  ）、調光操作端末器２４
からアドレスが返送されると（Ｒ 2  ）、そのアドレスに対して要求の内容を確認し（Ｔ 2  

）、これによって調光操作端末器２４から調光量の変化が要求されていることを認識する
（Ｒ 3  ）。伝送制御装置２０に対してアドレスおよび要求の内容を伝送した後には調光操
作端末器２４は割り込みを解除する（Ｔ 3  ）。
【００１０】
次に、伝送制御装置２０では割り込み要求を発生した調光操作端末器２４と対になってい
る調光制御端末器２３に対して調光量の変化開始を指示する（Ｔ 4  ）。調光制御端末器２
３は内蔵タイマにより調光量を所定の速度で変化させ、調光量が一定量変化するごとに割
り込み信号を発生する（Ｒ 4 i）。ここにおいて、割り込み信号を発生させる調光量の変化
幅は、調光操作端末器２４に設けた表示部２４ｄにおける発光ダイオードの個数に応じて
設定される。このように割り込み信号が発生すれば、割り込みが解除されるまでの以後の
手順は調光操作端末器２４から調光量の変化開始を指示したときと同様であって、伝送制
御装置２０が割り込みポーリングを行ない（Ｔ 5 i）、調光制御端末器２３からアドレスを
返送させて（Ｒ 5 i）、そのアドレスに対して要求の内容を確認し（Ｔ 6 i）、要求内容が返
送されると（Ｒ 6 i）、割り込みを解除する（Ｔ 7 i）。こうして調光制御端末器２３のアド
レスが獲得され要求の内容が確認されると伝送制御装置２０は獲得したアドレスの調光制
御端末器２３の調光量を監視し（Ｔ 8 i）、調光制御端末器２３からは監視データとして調
光量が返送される（Ｒ 7 i）。伝送制御装置２０は調光制御端末器２３から調光量が返送さ
れると、調光操作端末器２４の表示部２４ｄにに調光指示量を表示させるために調光量を
伝送し、調光操作端末器２４ではこの調光量に相当する調光指示量を表示部２４ｄに表示
する（Ｔ 9 i）。
【００１１】
上述した照明負荷Ｌの調光量の変化から表示部２４ｄでの調光指示量の表示までの手順は
、操作部２４ａ，２４ｂを押操作し続けている間に調光量が上述の変化幅だけ変化するご
とに繰り返される。つまり、調光量を連続して大きく変化させるときには上述の手順が複
数回繰り返されることになる。
調光量の変化を停止させるには操作部２４ａ，２４ｂの押操作を終了すればよいのであっ
て、押操作の終了時点で調光操作端末器２４から割り込み信号が発生する（Ｒ 8  ）。ここ
でも通常の手順に従って伝送処理が行なわれる。つまり、伝送制御装置２０は割り込み信
号を受け取ると割り込みポーリングを行ない（Ｔ 1 0）、調光操作端末器２４からアドレス
が返送されると（Ｒ 9  ）、そのアドレスに対して要求の内容を確認し（Ｔ 1 1）、これによ
って調光操作端末器２４から調光量の変化の停止が要求されていることを認識する（Ｒ 1 0

）。伝送制御装置２０に対してアドレスおよび要求の内容を伝送した後には調光操作端末
器２４は割り込みを解除する（Ｔ 1 2）。最後に伝送制御装置２０から調光制御端末器２３
に対して調光量の変化の停止を通知する（Ｔ 1 3）。
【００１２】
以上のような手順によって、調光操作端末器２４の操作部２４ａ，２４ｂの押操作から押
操作の解除までの期間に調光制御端末器２３では照明負荷Ｌの調光量を変化させ、その変
化に伴って調光操作端末器２４の表示部２４ｄの表示が変化することになる。
【００１３】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の手順に従えば、照明負荷Ｌの調光量が変化している間に表示部２４
ｄの表示を行なうために手順Ｒ 4 i～Ｒ 7 i，Ｔ 5 i～Ｔ 9 iが繰り返されることになるから、調
光制御中には信号線Ｌｓのトラフィックが非常に多くなる。つまり、その間には他の操作
端末器２１や調光操作端末器２４の操作に対する応答が遅れるという問題が生じる。
【００１４】
本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、信号線のトラフィックを増
加させることなく調光制御を行なうようにして他の端末器の操作に対する応答が遅くなら
ないようにした遠隔監視制御システムを提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、照明負荷が接続されるとともに照明負荷を調光可能であって固有のア
ドレスが設定される調光制御端末器と、照明負荷の調光量の変化開始と変化停止とを指示
する操作部および調光量の目安となる調光指示量を表示する表示部を備え固有のアドレス
が設定される調光操作端末器と、調光操作端末器および調光制御端末器を分岐接続した信
号線に接続され操作部が操作されたときに調光操作端末器から受け取る監視データに基づ
いて照明負荷を制御する制御データを生成するとともに操作された操作部との対応関係が
設定されている照明負荷を接続した調光制御端末器に対して制御データを伝送する伝送制
御装置とを備え、操作部による調光量の変化開始の指示から変化停止の指示までの期間に
、調光操作端末器では調光指示量を伝送制御装置から制御データを受け取ることなく所定
速度で変化させるものである。この構成によれば、調光操作端末器では調光量の変化の開
始を指示した後に表示部の調光指示量を所定速度で変化させるから、表示部の調光表示量
を変化させるために伝送制御装置からの制御データを受け取る必要がない。つまり、信号
線のトラフィックをほとんど増加させることなく表示部の調光指示量を変化させることが
でき、調光量を変化させている期間であっても他の負荷を遅滞なく制御することが可能に
なる。
【００１６】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、操作部による調光量の変化開始の指示から
変化停止の指示までの期間に、調光制御端末器では照明負荷の調光量を伝送制御装置から
制御データを受け取ることなく表示部での調光指示量の変化速度に一致した速度で変化さ
せるものである。この構成によれば、調光制御端末器に対して調光量の変化開始と変化停
止との指示を行なうだけで、調光制御端末器が照明負荷の調光量を自動的に変化させるか
ら、照明負荷の調光量を変化させるために伝送制御装置から調光制御端末器に制御データ
を伝送する必要がない。つまり、信号線のトラフィックをほとんど増加させることなく照
明負荷の調光量を変化させることができ、調光量を変化させている期間であっても他の負
荷を遅滞なく制御することが可能になる。
【００１７】
請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明において、調光量の変化停止の指示を
受けた調光制御端末器が停止時点の照明負荷の調光量を調光操作端末器に返送し、調光操
作端末器が表示部に示す調光指示量を照明負荷の調光量に一致させるものである。この構
成によれば、調光量の変化を停止した時点で調光制御端末器から照明負荷の実際の調光量
が調光操作端末器に返送され、調光操作端末器では表示部の調光指示量を実際の調光量に
一致させるから、調光操作端末器と調光制御端末器との動作のばらつきなどによって調光
量の変化中には調光量と調光指示量が一致していなくても調光量の変化を停止させた時点
では照明負荷の調光量と表示部の調光指示量とを一致させることができる。
【００１８】
請求項４の発明は、請求項２の発明において、調光操作端末器の操作部により調光量の変
化開始を指示すると表示部による調光指示量の変化を開始するとともに、伝送制御装置を
通して調光制御端末器に調光量の変化開始を指示し、調光操作端末器の操作部により調光
量の変化停止を指示すると表示部による調光指示量の変化を停止するとともに、伝送制御
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装置を通して調光制御端末器に調光量の変化停止を指示し、調光量の変化停止が指示され
た調光制御端末器は照明負荷の調光量の変化を停止するとともに、停止時点の照明負荷の
調光量を伝送制御装置を通して調光操作端末器に返送し、調光操作端末器は表示部に示す
調光指示量を照明負荷の調光量に一致させるものである。この構成によれば、調光操作端
末器が調光量の変化開始を指示すると、調光操作端末器での表示部の調光指示量と調光制
御端末器での照明負荷の調光量とがそれぞれ独立して変化を開始し、調光操作端末器が調
光量の変化停止を指示すると、調光指示量と調光量との変化が停止するとともに、調光制
御端末器における実際の調光量を調光操作端末器に伝送して調光量と調光指示量とを一致
させるのであって、調光量の変化開始、調光量の変化停止、実際の調光量の伝送という３
回分のデータの授受だけで、調光量および調光指示量を変化させることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本実施形態で用いる調光操作端末器２４は、図２に示すように、マイコンよりなる信号処
理部１０を備え、信号処理部１０は従来構成で説明した伝送信号を授受するための送受信
部１１を介して信号線Ｌｓに接続される。また、調光操作端末器２４のアドレスは、ＥＥ
ＰＲＯＭよりなるデータ記憶部１２に格納され、信号線Ｌｓを伝送される伝送信号のアド
レスデータＡＤがデータ記憶部１２に格納されたアドレスデータに一致すると、その伝送
信号の制御データＣＤに従う処理を信号処理部１０で行ない、信号返送期間ＷＴに監視デ
ータを返送する。調光操作端末器２４は従来構成と同様に、調光量の増加と減少とをそれ
ぞれ指示する操作部２４ａ，２４ｂおよび照明負荷Ｌの点灯と消灯とを押操作毎に指示す
る操作部２４ｃを備えており、これらの操作部２４ａ～２４ｃの押操作により操作スイッ
チ１３が操作されるようになっている。また、複数個の発光ダイオードを並設した表示部
２４ｄを備える。表示部２４ｄは表示制御部１４により制御されることにより調光制御端
末器２３に設けた照明負荷Ｌの調光量に応じた調光指示量を表示する。また、表示制御部
１４はスイッチ１３の操作によって調光量の変化開始が指示されると、後述する所定速度
で調光指示量を変化させ、調光量の変化停止がスイッチ１３により指示されるまで調光指
示量の変化を継続する。なお、データ記憶部１２にはアドレスデータ以外にも信号処理部
１０の機能を設定する機能データも格納される。この種の機能には、たとえば制御側か操
作側かの別、一時オン、遅れオフなどのタイマ制御の種別およびその時間などが含まれる
。
【００２０】
次に、図１に基づいて調光操作端末器２４の操作部２４ａ，２４ｂによって調光制御端末
器２３に接続した照明負荷Ｌの調光量を変化させる動作について説明する。まず、調光操
作端末器２４において一方の操作部２４ａ，２４ｂを押操作すると調光量の変化開始が指
示されたことになり、割り込み信号が伝送制御装置２０に送られる（Ｒ 1  ）。伝送制御装
置２０は割り込み信号を受け取ると割り込みポーリングを行ない（Ｔ 1  ）、調光操作端末
器２４からアドレスが返送されると（Ｒ 2  ）、そのアドレスに対して要求の内容を確認し
（Ｔ 2  ）、これによって調光操作端末器２４から調光量の変化が要求されていることを認
識する（Ｒ 3  ）。伝送制御装置２０に対してアドレスおよび要求の内容を伝送した後には
調光操作端末器２４は割り込みを解除する（Ｔ 3  ）。ここまでの動作は従来構成と同様で
ある。
【００２１】
次に、伝送制御装置２０では割り込み要求を発生した調光操作端末器２４と対になってい
る調光制御端末器２３に対して調光量の変化開始を指示する（Ｔ 4  ）。調光制御端末器２
３は内蔵タイマにより調光量を所定の速度で変化させ、操作部２４ａ，２４ｂを操作した
調光操作端末器２４に対して調光量の変化を開始したことを返送する（Ｔ 4 '）。以後は、
調光操作端末器２４において調光量の変化を停止する指示があるまで（つまり、操作部２
４ａ，２４ｂの押操作を止めるまで）、調光操作端末器２４では表示部２４ｄの調光指示
量を所定速度で変化させ、調光制御端末器２３では照明負荷Ｌの調光量を所定速度で変化
させる。ここに調光指示量の変化速度と調光量の変化速度とは一致するように設計される
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。このように、調光量が変化している間には信号線Ｌｓにはトラフィックがなく、他の負
荷の制御を妨げることがないものである。
【００２２】
その後、調光操作端末器２４において操作部２４ａ，２４ｂの押操作を終了すると、調光
量の変化の停止が指示されたことになり、操作部２４ａ，２４ｂの押操作の終了時点で調
光操作端末器２４から割り込み信号が発生する（Ｒ 8  ）。ここでも通常の手順に従って伝
送処理が行なわれる。つまり、伝送制御装置２０は割り込み信号を受け取ると割り込みポ
ーリングを行ない（Ｔ 1 0）、調光操作端末器２４からアドレスが返送されると（Ｒ 9  ）、
そのアドレスに対して要求の内容を確認し（Ｔ 1 1）、これによって調光操作端末器２４か
ら調光量の変化の停止が要求されていることを認識する（Ｒ 1 0）。伝送制御装置２０に対
してアドレスおよび要求の内容を伝送した後には調光操作端末器２４は割り込みを解除す
る（Ｔ 1 2）。その後、伝送制御装置２０から調光制御端末器２３に対して調光量の変化の
停止を通知する（Ｔ 1 3）。また、伝送制御装置２０から調光操作端末器２４には調光指示
量の変化の停止が指示される（Ｔ 1 4）。
【００２３】
以上のような手順によって、調光操作端末器２４の操作部２４ａ，２４ｂの押操作から押
操作の終了までの期間に、調光制御端末器２３では照明負荷Ｌの調光量を変化させ、調光
操作端末器２４では表示部２４ｄの調光指示量を変化させるのであって、調光量の変化と
調光指示量の変化とが伝送信号の伝送を伴わずに行なわれるので、信号線Ｌｓのトラフィ
ックが増加しないのである。
【００２４】
ところで、上述したように調光操作端末器２４では調光指示量を自動的に変化させ、調光
制御端末器２３では調光量を自動的に変化させるのであって、調光指示量と調光量とが、
変化の開始および終了だけを指示されて、関連なく独立して変化するから、部品特性のば
らつきなどによって調光量と調光指示量とが一致しなくなることがある。そこで、本実施
形態では、伝送制御装置２０が調光量の変化の停止を調光操作端末器２４に通知した後に
、調光制御端末器２３での実際の調光量を監視し（Ｔ 1 5）、その調光量を監視データとし
て受け取って（Ｒ 1 1）、調光操作端末器２４に伝送するようになっている（Ｔ 1 6）。この
処理によって調光操作端末器２４は調光制御端末器２３に接続した照明負荷Ｌの実際の調
光量を知り、調光指示量を実際の調光量に一致するように補正する。つまり、調光量の変
化の停止毎に調光量と調光指示量とを一致させるように補正するから、部品の特性のばら
つきなどに関係なく、調光量と調光指示量とを違和感なく一致させることができるのであ
る。
【００２５】
図１と図５とを比較すればわかるように、調光量を変化している間に、本実施形態では信
号線Ｌｓのトラフィックが従来構成よりも大幅に減少する。なお、図１における手順Ｔ 1  

～Ｔ 4  ，Ｒ 1  ～Ｒ 3  ，Ｔ 1 0～Ｔ 1 3，Ｒ 8  ～Ｒ 1 0は図５に示した従来構成の同符号の手順と
同様である。
また、通常は表示部２４ｄとして５～６個程度の発光ダイオードを用いており調光指示量
は単なる目安であるから、調光量を変化させているときに調光量と調光指示量とが厳密に
一致している必要はなく、調光量がどのように変化しているかがわかる程度でよいから、
調光量の変化の停止時に調光量と調光指示量とを一致させる上述の制御で十分に実用的で
ある。他の構成および動作は従来構成と同様である。
【００２６】
【発明の効果】
請求項１の発明は、照明負荷が接続されるとともに照明負荷を調光可能であって固有のア
ドレスが設定される調光制御端末器と、照明負荷の調光量の変化開始と変化停止とを指示
する操作部および調光量の目安となる調光指示量を表示する表示部を備え固有のアドレス
が設定される調光操作端末器と、調光操作端末器および調光制御端末器を分岐接続した信
号線に接続され操作部が操作されたときに調光操作端末器から受け取る監視データに基づ
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いて照明負荷を制御する制御データを生成するとともに操作された操作部との対応関係が
設定されている照明負荷を接続した調光制御端末器に対して制御データを伝送する伝送制
御装置とを備え、操作部による調光量の変化開始の指示から変化停止の指示までの期間に
、調光操作端末器では調光指示量を伝送制御装置から制御データを受け取ることなく所定
速度で変化させるものであり、調光操作端末器では調光量の変化の開始を指示した後に表
示器の調光指示量を所定速度で変化させるから、表示器の調光表示量を変化させるために
伝送制御装置からの制御データを受け取る必要がないのであり、信号線のトラフィックを
ほとんど増加させることなく表示器の調光指示量を変化させることができ、調光量を変化
させている期間であっても他の負荷を遅滞なく制御することが可能になるという利点があ
る。
【００２７】
請求項２の発明のように、操作部による調光量の変化開始の指示から変化停止の指示まで
の期間に、調光制御端末器では照明負荷の調光量を伝送制御装置から制御データを受け取
ることなく表示部での調光指示量の変化速度に一致した速度で変化させるものでは、調光
制御端末器に対して調光量の変化開始と変化停止との指示を行なうだけで、調光制御端末
器が照明負荷の調光量を自動的に変化させるから、照明負荷の調光量を変化させるために
伝送制御装置から調光制御端末器に制御データを伝送する必要がないのであり、信号線の
トラフィックをほとんど増加させることなく照明負荷の調光量を変化させることができ、
調光量を変化させている期間であっても他の負荷を遅滞なく制御することが可能になると
いう利点がある。
【００２８】
請求項３の発明のように、調光量の変化停止の指示を受けた調光制御端末器が停止時点の
照明負荷の調光量を調光操作端末器に返送し、調光操作端末器が表示器に示す調光指示量
を照明負荷の調光量に一致させるものでは、調光量の変化を停止した時点で調光制御端末
器から照明負荷の実際の調光量が調光操作端末器に返送され、調光操作端末器では表示器
の調光指示量を実際の調光量に一致させるから、調光操作端末器と調光制御端末器との動
作のばらつきなどによって調光量の変化中には調光量と調光指示量が一致していなくても
調光量の変化を停止させた時点では照明負荷の調光量と表示器の調光指示量とを一致させ
ることができるという利点を有する。
【００２９】
請求項４の発明のように、調光操作端末器の操作部により調光量の変化開始を指示すると
表示部による調光指示量の変化を開始するとともに、伝送制御装置を通して調光制御端末
器に調光量の変化開始を指示し、調光操作端末器の操作部により調光量の変化停止を指示
すると表示部による調光指示量の変化を停止するとともに、伝送制御装置を通して調光制
御端末器に調光量の変化停止を指示し、調光量の変化停止が指示された調光制御端末器は
照明負荷の調光量の変化を停止するとともに、停止時点の照明負荷の調光量を伝送制御装
置を通して調光操作端末器に返送し、調光操作端末器は表示器に示す調光指示量を照明負
荷の調光量に一致させるものでは、調光操作端末器が調光量の変化開始を指示すると、調
光操作端末器での表示器の調光指示量と調光制御端末器での照明負荷の調光量とがそれぞ
れ独立して変化を開始し、調光操作端末器が調光量の変化停止を指示すると、調光指示量
と調光量との変化が停止するとともに、調光制御端末器における実際の調光量を調光操作
端末器に伝送して調光量と調光指示量とを一致させるのであって、調光量の変化開始、調
光量の変化停止、実際の調光量の伝送という３回分のデータの授受だけで、調光量および
調光指示量を変化させることができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す動作説明図である。
【図２】同上に用いる調光操作端末器のブロック図である。
【図３】遠隔監視制御システムの基本構成を示すブロック図である。
【図４】同上の動作説明図である。
【図５】従来例を示す動作説明図である。
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【符号の説明】
２０　伝送制御装置
２３　調光制御端末器
２４　調光操作端末器
２４ａ，２４ｂ　操作部
２４ｄ　表示部
Ｌｓ　信号線
Ｌ　照明負荷

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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